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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して駆動制御される複数の監視用カメラと、
　監視対象の位置を検出する位置検知センサとして電波応用センサを用い、
　前記位置検知センサからの検知情報に基づいて監視対象の位置を特定するセンサ情報処
理手段と、
　前記監視用カメラからの映像データを表示する表示手段を有し、前記監視用カメラのう
ち、前記センサ情報処理手段により特定された位置に対応する監視用カメラを選定し、前
記ネットワークを介して前記選定した監視用カメラを駆動制御して前記監視対象の映像デ
ータを前記表示手段に表示する監視端末と、
　前記監視用カメラが撮影した映像データを画像処理する画像処理手段とを備え、
　前記画像処理手段は、前記電波応用センサによる検知範囲内外の双方において前記監視
用カメラにより撮影された映像中の移動物体を追尾する画像処理を行い、移動物体を前記
電波応用センサの位置分解能を超えるズームアップをしながら追尾するように前記監視用
カメラを駆動制御することを特徴とする監視装置。
【請求項２】
　位置検知センサとして用いる電波応用センサは、
　監視対象の検知用信号を放射する送信側の漏洩伝送路と、
　前記送信側の漏洩伝送路に対向して設けられ、前記検知用信号を受信する受信側の漏洩
伝送路と、
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　拡散符号に基づいて前記検知用信号としてスペクトル拡散信号を生成して前記送信側の
漏洩伝送路に放射させるスペクトル拡散信号送信手段と、
　前記スペクトル拡散信号送信手段の拡散符号と同一符号系列の拡散符号に基づいて、参
照用のスペクトル拡散信号を生成する参照スペクトル拡散信号生成手段と、
　前記受信側の漏洩伝送路が受信した前記検知用のスペクトル拡散信号の拡散符号に位相
同期する拡散符号に基づいて、前記参照スペクトル拡散信号生成手段が生成した参照用の
スペクトル拡散信号と前記受信側の漏洩伝送路が受信した前記検知用のスペクトル拡散信
号との相関レベルを算出する相関手段と、
　この相関手段が算出した相関レベルの変化から支障物を検知する検知手段とを備えたこ
とを特徴とする請求項１記載の監視装置。
【請求項３】
　コアの屈折率を周期的に変化させた回折格子を有する光ファイバを有し、前記光ファイ
バにかかる外力による歪みを検知する振動検知センサを、電波応用センサに並行して設置
することを特徴とする請求項１または請求項２記載の監視装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、センサにより人や物体等の監視対象を検知し、カメラ等を用いて監視対象
の存在を認識する監視装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の監視装置では、要所毎に散在させた赤外線センサ等のようなセンサにより監視対
象を検知した後、当該センサ付近を撮影可能なカメラを用いてセンサ付近の映像を得るこ
とにより監視対象の存在を認識していた（例えば、特許文献１）。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－６９４５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の監視装置では、監視すべき要所として予め想定された箇所の監視は可能であるが
、例えば予め想定された箇所以外に侵入者があった場合に対応することができないという
課題がある。また、複数の監視対象が同時に監視領域に存在する場合、従来の監視装置は
、複数の監視対象に対して同時に対処するための手段を有さないため、複数の監視対象を
的確に監視することが困難である。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、広範囲の監視を
効率的に行うと同時に、複数の監視対象も的確に監視することができる監視装置を得るこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る監視装置は、ネットワークを介して駆動制御される複数の監視用カメラ
と、監視対象の位置を検出する位置検知センサとして電波応用センサを用い、位置検知セ
ンサからの検知情報に基づいて監視対象の位置を特定するセンサ情報処理手段と、監視用
カメラからの映像データを表示する表示手段を有し、監視用カメラのうち、センサ情報処
理手段により特定された位置に対応する監視用カメラを選定し、ネットワークを介して選
定した監視用カメラを駆動制御して監視対象の映像データを表示手段に表示する監視端末
と、監視用カメラが撮影した映像データを画像処理する画像処理手段を備え、画像処理手
段は、前記電波応用センサによる検知範囲内外の双方において前記監視用カメラにより撮
影された映像中の移動物体を追尾する画像処理を行い、移動物体を前記電波応用センサの
位置分解能を超えるズームアップをしながら追尾するように前記監視用カメラを駆動制御
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するものである。

【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、位置検知センサからの検知情報に基づいて監視対象の位置を特定し
、複数の監視用カメラのうち特定された位置に対応する監視用カメラを選定し、選定した
監視用カメラを駆動制御して監視対象の撮影を制御するので、広範囲の監視領域であって
も監視用カメラを必要最小限の個数に抑えることができ、監視装置を導入するためのコス
トを大幅に削減することができるという効果がある。
　また、カメラ映像内の動物体を自動追尾することにより、敷地境界のみならず、敷地内
部についても監視を続行することができ、境界監視から敷地全体への監視へとセキュリテ
ィレベルを向上させることができるという効果がある。

【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１による監視装置の構成を示す図である。実施の形態１
による監視装置は、位置検知センサ１、センサ情報処理手段２、監視端末３及び旋回カメ
ラ（監視用カメラ）４を備え、センサ情報処理手段２、監視端末３及び旋回カメラ４がネ
ットワーク５により互いに接続されている。
【０００９】
　位置検知センサ１としては、広範囲な検知領域を有しかつ検知領域内における監視対象
の位置を的確に検知可能なセンサを用いる。例えば、参考文献１に開示される漏洩伝送路
（ＬＣＸ）を使用するものや、参考文献２に開示されるアレーアンテナやＬＣＸを用いる
電波応用センサが考えられる。例えば、参考文献２の電波応用センサでは、参考文献３中
のテーブル１に記載されるように１ｋｍ程度の広範囲にわたるセンシングが可能である。
　参考文献１：特許３７０３６８９号
　参考文献２：特開２００４－１３８４０２号
　参考文献３：K．Inomata, T．Hirai，“Microwave Back-Projection Radar for Wide-a
rea Surveillance System，”Proc．34 European Microwave Conf.， pp.1425-1428，(Oc
t. 2004)
【００１０】
　参考文献１に開示されるセンサでは、送信ＬＣＸ及び受信ＬＣＸで送受信されるスペク
トル拡散信号を検知用信号として監視対象を検知する。送信ＬＣＸは、監視領域に広範囲
に布設され、監視対象の検知用信号（スペクトル拡散信号）を漏洩して放射する複数のス
ロットが長手方向の適当な間隔に設けられる。また、受信ＬＣＸは、送信ＬＣＸと対向す
る側に布設され、送信ＬＣＸから放射された検知用信号を受信するための複数のスロット
が、長手方向の適当な間隔で設けられる。
【００１１】
　さらに、検知用信号を生成するスペクトル拡散信号生成手段が、送信ＬＣＸの一端に接
続されている。また、受信ＬＣＸ側には、受信ＬＣＸが受信した検知用のスペクトル拡散
信号の拡散符号と同一符号系列であって、これに位相同期する拡散符号に基づいて、参照
用のスペクトル拡散信号を生成する参照スペクトル拡散信号生成手段が接続される。
【００１２】
　また、参考文献２に開示されるセンサは、参考文献１のセンサと同様に、監視対象の検
知用の信号を送受信する送受信アンテナとして、検知領域に沿って並べたアレーアンテナ
やＬＣＸを用い、送信アンテナから放射された電波を受信アンテナが受信すると、その受
信信号の実部成分と虚部成分を復調し、その実部成分と虚部成分を解析して侵入物体を検
知するように構成している。これにより、風の影響で送信アンテナや受信アンテを構成す
るＬＣＸが揺れたり、降雨等によって地面等の反射率が変動しても、侵入物体の誤検知を
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防止することができる。
【００１３】
　このように、本実施の形態１では、従来の監視システムのように複数のセンサを設置す
ることなく、１台のセンサにて広範囲を監視する。これにより、多数のセンサを配置する
際に発生する設置費用や、多数のセンサを正常に動作させるために必要なメンテナンス費
用を低く抑えることができる。なお、上述の広範囲のセンシングが可能なセンサを複数台
用いて位置検知センサ１を構成してもよい。この場合でも、センシング範囲の狭いセンサ
を複数設置する場合と比較して設置費用やメンテナンス費を低く抑えることができる。
【００１４】
　センサ情報処理手段２は、位置検知センサ１の検知情報を処理して監視対象を検知した
位置に関する情報を監視端末３に出力する。
　図２は、図１中のセンサ情報処理手段の構成を示すブロック図である。図２において、
センサ情報処理手段２は、センサ情報閾値処理部２ａ、センサ情報－位置変換テーブル照
合部２ｂ及びイベント生成・配信部２ｃを備え、ネットワーク５を介して監視端末３とデ
ータ通信が可能である。
【００１５】
　センサ情報閾値処理部２ａは、位置検知センサ１から数十乃至数百の観測ポイントでの
検知データを受信すると、観測ポイント毎の検知に関するデータを所定の閾値とそれぞれ
照合する。この照合結果に基づいて、センサ情報閾値処理部２ａは、監視対象を検知した
観測ポイント（以下、異常発生ポイントと適宜称す）を判断する。
【００１６】
　位置検知センサ１が上述した漏洩伝送路を利用する構成のものである場合、センサ情報
閾値処理部２ａは、例えば参照文献１に開示される相関手段及び検知手段から構成するこ
とができる。ここで、相関手段は、スペクトル拡散信号生成手段が接続する送信ＬＣＸの
端部と同じ側の受信ＬＣＸの一端に接続し、参照用のスペクトル拡散信号と受信ＬＣＸが
受信した検知用のスペクトル拡散信号との相関レベルを算出する。検知手段は、相関手段
により算出された相関レベルを一定の閾値としており、送信ＬＣＸと受信ＬＣＸの間に監
視対象が侵入することで当初の相関レベルから変化が生じると、対応するスロットを異常
発生ポイントとして判断する。
【００１７】
　センサ情報－位置変換テーブル照合部２ｂでは、観測ポイントに予め設定した通し番号
であるポイント番号のうち、センサ情報閾値処理部２ａにより異常であると判定された観
測ポイントのポイント番号を本監視装置全体で扱うデータ体系のデータに変換する。具体
的には、ポイント番号毎に、位置検知センサ１の検知領域における観測ポイントの物理的
な位置に関する情報をまとめたテーブル情報を、センサ情報－位置変換テーブル照合部２
ｂに設けておく。
【００１８】
　そして、センサ情報－位置変換テーブル照合部２ｂが、センサ情報閾値処理部２ａから
異常発生ポイントのポイント番号を取得すると、当該ポイント番号に基づいてテーブル情
報を検索して異常発生ポイントの位置に関する情報を抽出し、本監視装置全体で扱うデー
タ体系のデータとしてイベント生成・配信部２ｃに出力する。なお、観測ポイントの物理
的な位置に関する情報としては、位置検知センサ１を参照文献１に開示されるＬＣＸを用
いるもので構成する場合、例えばＬＣＸに設定した基準位置から距離αｍ等の情報が考え
られる。また、異常発生ポイントの位置情報は、検知された監視対象の位置情報に相当す
るものである。
【００１９】
　イベント生成・配信部２ｃは、センサ情報－位置変換テーブル照合部２ｂから異常発生
ポイントの位置情報を取得すると、当該位置情報をイベント情報としてネットワーク５を
介して監視端末３に送信する。なお、イベント生成・配信部２ｃは、異常発生ポイントに
ついての情報のみを送信し、監視対象が検知されていない正常な観測ポイントの情報につ
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いては送信を行わない。
【００２０】
　監視端末３は、ネットワーク５を介してセンサ情報処理手段２から取得したイベント情
報に基づいて監視対象を撮影すべき旋回カメラ４を選択して、旋回カメラ４による監視対
象の撮影を制御すると共に、撮影された映像を表示して監視者に提示する。
　図３は、図１中の監視端末の構成を概略的に示すブロック図である。図に示すように、
監視端末３は、映像表示部（表示手段）３ａ、ＧＵＩ３ｂ、カメラ制御部３ｃ及びイベン
ト管理部３ｄを備える。
【００２１】
　映像表示部３ａは、旋回カメラ４の映像データを表示する表示装置であって、その映像
表示画面上に、ネットワーク５を介して旋回カメラ４から配信されるライブ若しくは蓄積
映像を表示する。例えば、センサ情報処理手段２から取得したイベント情報に基づいて逐
次選択される旋回カメラ４の映像データを受信して表示する。
【００２２】
　ＧＵＩ３ｂは、監視者が、映像表示部３ａの表示画面を介して映像の操作や、カメラ制
御の指示を設定するためのＧＵＩ（Graphical User Interface）である。監視端末３の機
能を実現するコンピュータのマウスやキーボード等の入力手段と協働して、表示画面を介
した上記動作を行うソフトウェアから構成される。
【００２３】
　カメラ制御部３ｃは、イベント管理部３ｄから取得したカメラ制御情報に基づいて、ネ
ットワーク５を介して、対応する旋回カメラ４の動作を制御する。なお、カメラ制御情報
としては、動作制御する旋回カメラ４を特定するカメラ番号、パン角度、チルト角度、ズ
ーム倍率を指定する情報を含む。
【００２４】
　イベント管理部３ｄは、ネットワーク５を介してセンサ情報処理手段２からのイベント
情報を受信し、イベント情報に応じたカメラ制御情報をカメラ制御部３ｃに出力する。具
体的には、イベント管理部３ｄの構成要素としてのデータベース若しくはデータ通信が可
能な外部の記憶装置に構築したデータベースに、各観測ポイントの位置情報に対応付けて
カメラ制御情報を登録しておく。イベント管理部３ｄは、監視対象を検知した旨のイベン
トの発生をイベント情報より認識し、イベント情報における異常発生ポイントの位置情報
を基に上記データベースを検索して対応するカメラ制御情報を抽出し、カメラ制御部３ｃ
に出力する。
【００２５】
　例えば、上記データベースにおいて、観測ポイントの位置情報としてＬＣＸに設定した
基準位置からの距離がαｍ等の情報と、この位置での最適な撮影アングルに旋回カメラ４
を設定するためのカメラ制御情報（カメラ番号、パン角度、チルト角度、ズーム倍率等）
とを登録しておき、センサ情報処理手段２から取得したイベント情報における位置情報に
基づいて当該データベースを検索して対応するカメラ制御情報を抽出する。
【００２６】
　旋回カメラ４は、パン、チルト、ズームを実現する駆動機構と、ネットワーク５を介し
て受信したカメラ制御情報に応じて前記駆動機構を動作させる駆動制御部とを備え、位置
検知センサ１の管理エリアに沿って複数配置される。なお、駆動制御により位置検知セン
サ１の検知可能領域全てを撮影野に収めることができる旋回カメラであれば、１台のカメ
ラであっても構わない。
【００２７】
　次に動作について説明する。
　ここでは、位置検知センサ１として、参考文献１に開示される漏洩伝送路（ＬＣＸ）を
利用したセンサを用いる例を示す。
　位置検知センサ１における送信ＬＣＸと受信ＬＣＸの間でのスペクトル拡散信号の検知
データは、センサ情報処理手段２に逐一送信される。センサ情報処理手段２のセンサ情報
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閾値処理部２ａでは、送信ＬＣＸと受信ＬＣＸの間に監視対象が存在しない状態における
参照用及び検知用のスペクトル拡散信号の相関レベルが閾値として相関手段により算出さ
れている。
【００２８】
　ここで、送信ＬＣＸと受信ＬＣＸとの間に例えば人等の監視対象が現れると、スペクト
ル拡散信号の強度が低下する。これに応じて、相関手段により算出される相関レベルに変
化が生じ、センサ情報閾値処理部２ａの検知手段が、相関レベルの変化したスロットを異
常発生ポイントとして判断する。このとき、センサ情報閾値処理部２ａから異常発生ポイ
ントに対応する観測ポイントのポイント番号がセンサ情報－位置変換テーブル照合部２ｂ
に出力される。
【００２９】
　センサ情報－位置変換テーブル照合部２ｂでは、センサ情報閾値処理部２ａより取得し
たポイント番号に基づいて上述したポイント番号毎の観測ポイントの位置情報をまとめた
テーブル情報を検索し、対応する観測ポイントの位置情報を抽出してイベント生成・配信
部２ｃに出力する。これにより、位置検知センサ１によるセンサ情報が観測ポイントの位
置情報に変換される。
【００３０】
　イベント生成・配信部２ｃは、センサ情報－位置変換テーブル照合部２ｂから観測ポイ
ントの位置情報を取得すると、当該位置情報をイベント情報として、ネットワーク５を介
して監視端末３に送信する。なお、位置検知センサ１を複数用いる場合は、位置検知セン
サ１ごとにセンサ番号を設定しておき、異常発生ポイントのある位置検知センサ１のセン
サ番号もイベント情報として送信する。
【００３１】
　位置検知センサ１の検知領域内、例えば送信ＬＣＸと受信ＬＣＸの間で、監視対象が移
動すると、センサ情報処理手段２が、位置検知センサ１から送信される検知情報を用いて
上述の動作を行い、移動先で監視対象を検知した観測ポイントの位置情報が監視端末３に
逐次送信される。
【００３２】
　監視端末３のイベント管理部３ｄは、ネットワーク５を介してセンサ情報処理手段２か
らのイベント情報を受信すると、当該イベント情報における異常発生ポイントの位置情報
に基づいて、観測ポイントの位置情報とカメラ制御情報をまとめたデータベースを検索し
て、当該位置に対応するカメラ制御情報を抽出してカメラ制御部３ｃに出力する。
【００３３】
　カメラ制御部３ｃは、イベント管理部３ｄから取得したカメラ制御情報に基づいて、ネ
ットワーク５を介して、対応する旋回カメラ４の動作を制御する。映像表示部３ａは、カ
メラ制御部３ｃにより動作制御された旋回カメラ４が撮影する映像を、ネットワーク５を
介して受信して表示画面上に表示する。送信ＬＣＸと受信ＬＣＸの間で監視対象が移動す
ることで、次々に異なる観測ポイントでの検知データが処理された場合、映像表示部３ａ
の表示画面では、監視対象を検知した観測ポイントの位置に最適な旋回カメラ４が選択さ
れ、最適な撮影アングルで撮影された監視対象が逐次表示されることになる。
【００３４】
　以上のように、この実施の形態１によれば、広範囲の検知領域を有しかつ監視対象の位
置を検知する位置検知センサ１を備え、位置検知センサ１により特定された監視対象の位
置情報（監視対象を検知した観測ポイントの位置情報）に基づいて検知領域内の位置ごと
に予め割り当てた監視用の旋回カメラ４の中から当該位置に対応する旋回カメラ４を選択
し、選択した旋回カメラ４を当該位置において最適な撮影野に動作制御して監視対象を撮
影する。
【００３５】
　このように構成することにより、例えば監視すべき複数の要所をズームや旋回操作が可
能なカメラ１台で監視を行おうとする場合、通常一方の要所を旋回カメラで監視している
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間に他方の要所に監視対象が出現しても監視死角となるが、本実施の形態では、監視対象
の位置に応じて旋回カメラ４の動作を選択するので、監視対象の移動に合わせて撮影する
ことができ、監視装置の死角がなくなり、旋回カメラ４を十分に活用することができる。
【００３６】
　また、位置検知センサ１で検知された監視対象の位置に応じたカメラを制御することか
ら、全てのカメラで監視範囲を常時監視し続ける必要がない。これにより、位置検知セン
サ１の検知領域内の全てを撮影するために必要な最小限の台数の旋回カメラを用意すれば
よく、設置すべきカメラの台数を削減することができ、設備コストを低く抑えることがで
きる。
【００３７】
　さらに、位置検知センサ１として上述した参考文献２の電波応用センサを用いた場合、
長距離を１台のセンサで監視できるだけでなく、１０ｍ程度の幅を持って検知が可能なた
め、敷地境界監視にこれを用いた場合、侵入者が境界を侵した瞬間だけでなく、境界への
接近時も検知することが可能になり、侵入未然防止を図ることができる。
【００３８】
実施の形態２．
　図４は、この発明の実施の形態２による監視装置の構成を示すブロック図である。実施
の形態２による監視装置は、上記実施の形態１で示した構成に加え、映像符号化手段６、
映像蓄積配信手段７及び制御管理手段８を備えると共に、ネットワーク５を介して複数の
監視端末３が接続される。実施の形態２における監視端末３は、上記実施の形態１と異な
り、図３に示したカメラ制御部３ｃ及びイベント管理部３ｄに対応する構成を有さず、こ
れら構成による処理は制御管理手段８によって複数の監視端末３に関して一括して行われ
る。
【００３９】
　映像符号化手段６は、旋回カメラ４により撮影された映像をディジタル符号化し、当該
符号化データをネットワーク５を介して監視端末３に配信したり、映像蓄積配信手段７に
送信する。映像蓄積配信手段７は、映像符号化手段６により符号化された映像の符号化デ
ータを蓄積する。なお、ネットワーク５を介して監視端末３より映像データの読み出しが
可能である。
【００４０】
　制御管理手段８は、管理対象として登録された監視端末３に関するカメラ制御及びイベ
ント管理処理（図３におけるカメラ制御部３ｃ及びイベント管理部３ｄの機能）を行うと
共に、映像蓄積配信手段７による映像データの蓄積及び配信処理を制御する。例えば、２
つの監視端末３から同時に同一の旋回カメラ４への操作が行われた場合、双方の操作が競
合しないようにいずれかの監視端末３からの操作を優先させる制御を行ったり、位置検知
センサ１において同時に複数の監視対象が検知された際、各監視対象の位置に対応する旋
回カメラ４の動作を制御し、旋回カメラ４に撮影された映像の符号化データを監視端末３
にライブ映像として配信するか、映像蓄積配信手段７に蓄積する。
【００４１】
　なお、映像符号化手段６は、複数の旋回カメラ４からの映像データを一括して入力し、
それぞれの映像データをディジタル符号化するコンピュータであってもよく、個々の旋回
カメラ４毎に設けたコンピュータ上に構築しても良い。また、制御管理手段８は、ネット
ワーク５に接続した、監視端末３と別個のコンピュータ上に構築され、映像蓄積配信手段
７を構成に含めても良い。
【００４２】
　次に動作について説明する。
　ここでは、上記実施の形態１と同様に、位置検知センサ１として参考文献１に開示され
る漏洩伝送路（ＬＣＸ）を利用したセンサを用いる例を示す。
　位置検知センサ１における送信ＬＣＸと受信ＬＣＸの間でのスペクトル拡散信号の検知
データは、センサ情報処理手段２に逐一送信される。センサ情報処理手段２のセンサ情報
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閾値処理部２ａでは、送信ＬＣＸと受信ＬＣＸの間に監視対象が存在しない状態における
参照用及び検知用のスペクトル拡散信号の相関レベルが閾値として相関手段により算出さ
れている。
【００４３】
　ここで、送信ＬＣＸと受信ＬＣＸとの間に例えば人等の監視対象が現れると、スペクト
ル拡散信号の強度が低下する。これに応じて、相関手段により算出される相関レベルに変
化が生じ、センサ情報閾値処理部２ａの検知手段が、相関レベルの変化したスロットを異
常発生ポイントとして判断する。このとき、センサ情報閾値処理部２ａから異常発生ポイ
ントに対応する観測ポイントのポイント番号がセンサ情報－位置変換テーブル照合部２ｂ
に出力される。
【００４４】
　センサ情報－位置変換テーブル照合部２ｂでは、センサ情報閾値処理部２ａより取得し
たポイント番号に基づいて上述したポイント番号毎の観測ポイントの位置情報をまとめた
テーブル情報を検索し、対応する観測ポイントの位置情報を抽出してイベント生成・配信
部２ｃに出力する。これにより、位置検知センサ１によるセンサ情報が観測ポイントの位
置情報に変換される。
【００４５】
　イベント生成・配信部２ｃは、センサ情報－位置変換テーブル照合部２ｂから観測ポイ
ントの位置情報を取得すると、当該位置情報をイベント情報として、ネットワーク５を介
して制御管理手段８に送信する。なお、位置検知センサ１を複数用いる場合は、位置検知
センサ１ごとにセンサ番号を設定しておき、異常発生ポイントのある位置検知センサ１の
センサ番号もイベント情報として送信する。
【００４６】
　位置検知センサ１の検知領域内、例えば送信ＬＣＸと受信ＬＣＸの間で、監視対象が移
動すると、センサ情報処理手段２が、位置検知センサ１から送信される検知情報を用いて
上述の動作を行い、移動先で監視対象を検知した観測ポイントの位置情報が監視端末３に
逐次送信される。
【００４７】
　制御管理手段８では、ネットワーク５を介してセンサ情報処理手段２からのイベント情
報を受信すると、当該イベント情報における異常発生ポイントの位置情報に基づいて、観
測ポイントの位置情報とカメラ制御情報をまとめたデータベースを検索して、当該位置に
対応するカメラ制御情報を抽出する。
【００４８】
　続いて、制御管理手段８では、抽出したカメラ制御情報に基づいて、ネットワーク５を
介して、対応する旋回カメラ４の動作を制御する。制御管理手段８により動作制御された
旋回カメラ４が撮影する映像データは、映像符号化手段６により符号化された後、制御管
理手段８によってその配信先が制御される。
【００４９】
　例えば、制御管理手段８に、監視端末３の現在の状態（現在どの旋回カメラ４の映像を
表示しているか）を登録するテーブルを設けておき、位置検知センサ１により監視対象の
位置が検知されると、前記テーブルから監視端末３の状態を把握する。このとき、監視端
末３が、従前に検知された監視対象の位置に対応する旋回カメラ４からの映像を表示する
ものとして設定が固定されている場合、制御管理手段８は、今回検知された監視対象の位
置に対応する旋回カメラ４からの映像データを映像蓄積配信手段７に蓄積する。
【００５０】
　一方、今回の映像を受信、表示できる状態であるならば、制御管理手段８は、今回検知
された監視対象の位置に対応する旋回カメラ４からの映像データの配信先を当該監視端末
３に決定する。なお、映像蓄積配信手段７に蓄積した映像データは、定期的に若しくは監
視端末３からの映像要求により、制御管理手段８が、映像蓄積配信手段７を制御して監視
端末３に再配信させる。上記テーブル情報の内容は、制御管理手段８により映像データの
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配信処理等が行われるたびに適宜更新される。
【００５１】
　監視端末３では、ネットワーク５を介して旋回カメラ４からの映像データを受信すると
、映像符号化手段６による符号化方式に対応する復号処理を施して映像表示部３ａの表示
画面上に表示する。例えば、ＧＵＩ３ｂを介して設定情報を入力する等して、複数の監視
端末３から同一の旋回カメラ４の操作（パン、チルト、ズーム等）がなされた場合であっ
ても、各監視端末３からの操作情報は、ネットワーク５を介して制御管理手段８に送信さ
れ、制御管理手段８により、監視端末３ごとに設定した優先順位等に基づいて、互いの操
作が競合しないように制御される。
【００５２】
　以上のように、この実施の形態２によれば、位置検知センサ１による検知情報に基づく
旋回カメラ４の制御及び旋回カメラ４による映像の配信先制御を一括して管理する制御管
理手段８を備えたので、複数の監視端末３が存在する場合であっても競合なく、監視端末
３間の整合性を保ってカメラ制御を行うことができる。
【００５３】
　また、旋回カメラ４の映像データは、映像符号化手段６により同一の符号化方式でディ
ジタル符号化した上でネットワーク５に伝送するので、複数の監視端末３に対し全く同じ
品質の映像を提供することが可能になる。
【００５４】
　さらに、映像データを蓄積すると共に、蓄積した映像データを監視端末３に再配信する
ことができる映像蓄積配信手段７を設けたので、監視端末３にて監視中の監視員が実時間
の監視で見逃した場面であっても後から見直すことができ、監視の見逃しを防止すること
ができる。
【００５５】
　なお、上記実施の形態２による制御管理手段８の機能を実現する処理プログラムをコン
ピュータに実行させて、制御管理手段８の機能を自動化することにより、監視端末３を介
して監視を行う監視員の手動操作に拠ることなく、自動で監視を行うことができる。例え
ば、旋回カメラ４の動作制御の他、映像蓄積配信手段７の制御についても、制御管理手段
８にて監視対象検知に連動して映像データの蓄積を自動制御することにより、確実な映像
蓄積を行うことができ、監視の見逃しを防ぐことができる。
【００５６】
実施の形態３．
　この実施の形態３は、上記実施の形態２の構成に対し、位置検知センサ１及びセンサ情
報処理手段２を複数組備え、より広範囲の監視を可能としたものである。
【００５７】
　図５は、この発明の実施の形態３による監視装置の構成を示すブロック図である。実施
の形態３による監視装置は、複数の位置検知センサ１を備え、より広範囲での監視を実現
するものである。例えば、本実施の形態３による監視装置を境界監視に適用する場合、上
記実施の形態１で説明した漏洩伝送路や電波応用センサ等の位置検知センサ１を複数直列
に配置することで、より広範囲の境界を監視することができる。一方、複数の位置検知セ
ンサ１を並列にそれぞれ配置すれば、監視領域における複数の境界の監視が可能であり、
監視領域である敷地内部へ監視対象物が侵入したか否かをより的確に判断できる。
【００５８】
　また、異なる種類の位置検知センサ１を併用することで、多様な効果を得ることができ
る。例えば、上記実施の形態１で説明した漏洩伝送路や電波応用センサの他、光ファイバ
を応用した長距離振動検知センサを、建物の周囲の敷地境界に敷設されたフェンスに張り
巡らせる。これにより、敷地に近づいてくる不審者を、電波応用センサを用いて検知した
後、当該不審者が敷地境界を侵す場合であれば、これを光ファイバを応用したセンサによ
って別途検知することが可能になる。
【００５９】
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　従って、不審者の中から、単なる通りすがりの人物と侵入者を区別することができ、誤
報を減らせる効果があると共に、一方で不審者を予め発見するという２つの効果を同時に
得ることが可能になる。これらのセンサからの情報を用いた侵入者の判断等は、監視端末
３又は制御管理手段８に設けたイベント管理部３ｄにより処理される。
【００６０】
　なお、光ファイバを応用した長距離振動検知センサとしては、光ファイバのコア部に歪
みや熱により反射光の周波数が変化するＦＢＧ（Fiber Bragg Grating）構造を、繊維強
化プラスチック（ＦＲＰ）板に一体化させて埋め込み、歪みや熱を検知する光ファイバセ
ンサがある。また、ＦＢＧとは、光ファイバのコアの屈折率を周期的に変化させた回折格
子であり、光ファイバにかかる歪みや熱によって反射光の周波数が変化する。
【００６１】
　上述の態様の他、生産や流通現場において、生産や流通経路を通る人や物品を監視対象
として、これらの位置を検知する位置検知センサ１と、経路境界に敷設された障壁に接触
型の位置検知センサとを設けることが考えられる。この構成における位置検知センサ１と
しては、例えばＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）のアンテナを並べて広範囲
のセンシングが可能なセンサを構成し、ＲＦＩＤタグを有する監視対象の位置を検知する
ものが考えられる。また、接触型の位置検知センサとしては、例えば感圧式の位置検知セ
ンサが考えられる。
【００６２】
　このように構成することにより、人や物品が正常に経路を流れている、あるいは経路の
流通を促す装置が正常に機能していることを監視すると同時に、障壁の接触位置検知セン
サの情報を元に、正常な経路を離れようとする、異常な人や物品を検知することが可能と
なる。
【００６３】
　生産や流通経路を通る人や物品を監視対象とするシステムとしては、上述した電波応用
センサとＦＢＧを用いたものであってもよい。この場合、位置検知センサ１には、漏洩伝
送路等を用いた非接触型の動体位置の検知センサが用いられ、ＦＢＧを用いたセンサとし
ては上述した接触型の歪み検知センサを用いる。
【００６４】
　具体的には、物品流路に位置検知センサ１として非接触型の動体位置の検知センサを設
置し、ＦＢＧ構造を有する光ファイバによる接触型の歪み検知センサを流路の壁に設置し
て、位置検知センサ１で流路を流れる物品を検知し、スムーズに運搬が行われているか否
かを検知する。ここで、位置検知センサ１に反応が無い場合、イベント管理部３ｄによっ
て、物品の運搬が行われていないと判断して異常事態とする。ＦＢＧを用いた接触型の歪
み検知センサに反応があった場合、物品が壁面に接触した異常事態であると判断する。
【００６５】
　以上のように、この実施の形態３によれば、複数の位置検知センサ１を備えたので、よ
り広範囲での監視を実現することができる。また、複数種類のセンサを併用することで、
各種センサの能力に応じた様々な監視装置を構築することができる。
【００６６】
実施の形態４．
　この実施の形態４は、上記実施の形態３の構成に対し、１つ乃至複数の画像処理手段を
備え、監視処理におけるより詳細な映像管理を可能としたものである。
【００６７】
　図６は、この発明の実施の形態４による監視装置の構成を示すブロック図であり、画像
処理手段９以外の構成要素は、図５と同一であるので重複する説明を省略する。画像処理
手段９は、映像符号化手段６によってディジタル符号化された映像を画像処理する。画像
処理手段９による画像処理としては、例えば旋回カメラ４が撮影する画像中における移動
物体を抽出する処理を施して追尾等に用いることが考えられる。また、画像処理手段９と
しては、ネットワーク５に接続した監視端末３とは別個のコンピュータ上に構築される。
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なお、画像処理手段９は、制御管理手段８の構成に含まれるように構成しても良い。
【００６８】
　実施の形態４による監視装置の適用態様としては、例えば敷地に対する侵入者の監視を
行う装置が考えられる。この場合において、敷地境界に位置検知センサ１を張り巡らせる
ことで敷地への侵入者の検知を行う。このとき、敷地内で検知された侵入者に関して、上
記実施の形態１と同様に旋回カメラ４を用いた映像監視を行い、その際、画像処理手段９
による画像処理で侵入者の画像を抽出して自動追尾を行う。
【００６９】
　具体的には、位置検知センサ１により敷地内に侵入者が検知されると、制御管理手段８
は、この検知に連動して旋回カメラ４を制御して、位置検知センサ１による反応箇所を撮
影する。このとき、制御管理手段８は、先に制御した旋回カメラ４の映像データを画像処
理手段９に送信するように制御し、画像処理手段９により当該映像データを画像処理する
ように指示する。
【００７０】
　この指示に従い、画像処理手段９では、既存の画像処理技術を用いて、カメラ映像中に
おける移動物体である侵入者の画像を抽出する画像処理を施し、制御管理手段８に出力す
る。この画像処理手段９からの画像処理データを基にして、制御管理手段８が、カメラ映
像内の動物体を自動追尾する。この自動追尾により、敷地境界のみならず、敷地内部につ
いても監視を続行することができ、境界監視から敷地全体への監視へとセキュリティレベ
ルを向上させることができる。
【００７１】
　また、本実施の形態４では、画像処理手段９がネットワーク５を介して旋回カメラ４か
らの映像データを入力することができるので、画像処理手段９は必要最小限の数で良く、
必要な旋回カメラ４からの映像に対してのみ画像処理を施せばよい。このため、画像処理
手段９の設置コストを抑えることが可能となる。
【００７２】
　上記以外の態様としては、位置検知センサ１にて大まかに位置を特定して旋回カメラ４
にて撮影を開始した後、さらに画像処理手段９により監視対象を検知してズームアップす
ることで、より詳細な映像監視や位置検知を低コストにて実現が可能である。
【００７３】
　例えば、位置検知センサ１として漏洩伝送路等による電波応用センサを用いる場合、位
置検知精度は、およそ１０ｍ単位になる。位置検知センサ１による検知に連動して１０ｍ
のブロック毎の領域を旋回カメラ４で撮影し、カメラ映像で検知対象を捉えた後、画像処
理によって検知対象をさらに絞り込む。これにより、１０ｍからさらに詳細な位置情報に
絞り込むことができる。以上の処理は、画像処理手段９により実行される。
【００７４】
　また、上記実施の形態２で説明した映像記録に連動させて、映像蓄積配信手段７により
映像データと同時に画像処理内容や処理結果を記録する場合、位置検知センサ１が検知し
ていない不必要な処理内容の蓄積を避けることができる。このため、蓄積内容に不要な部
分が含まれず、蓄積内容の確認の際にも、内容検索といった情報処理コストを下げること
ができる。
【００７５】
　さらに、上記実施の形態３で説明した生産や流通現場での監視装置に本実施の形態４を
適用した場合、例えば生産工場の廊下に位置検知センサ１を設置し、位置検知センサ１に
よる検知に伴って従業員を撮影し、画像処理手段９にて顔認証等の画像処理を行う。これ
により、従業員の出勤状況、サボタージュ監視を行うと同時に、顔認証ができない人物に
ついては不審人物として警報することもできる。従って、従業員管理とセキュリティの両
立が可能となる。
【００７６】
　以上のように、この実施の形態４によれば、旋回カメラ４による映像に対して所望の画
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像処理を施す、１つ乃至複数の画像処理手段９を備えたので、監視処理においてより詳細
な映像管理をすることができる。
【００７７】
実施の形態５．
　この実施の形態５は、上記実施の形態４の構成に対し、１つ乃至複数の人感センサを備
え、監視処理におけるより詳細な監視を可能としたものである。
【００７８】
　図７は、この発明の実施の形態５による監視装置の構成を示すブロック図であり、人感
センサ１０以外の構成要素は、図６と同一であるので重複する説明を省略する。人感セン
サ１０は、監視領域内に侵入した人間を検知するセンサであり、例えば赤外線センサ、超
音波式センサ、画像処理センサを用いることができる。
【００７９】
　本実施の形態５のように、位置検知センサ１と多種のセンサとを併用することで、より
多様なニーズにコストを抑えて対応することが可能になる。例えば、敷地監視において、
不審人物の侵入を検知するため、敷地境界に設けたフェンス沿いに位置検知センサ１を張
り巡らせる。これに対し、通用門等では、位置検知センサ１ではなく、より安価なポイン
トを監視するための人感センサを用いる。これにより、コストを抑えて監視が可能になる
のと同時に、入退場者数のカウントなどにも応用することができる。
【００８０】
　以上のように、この実施の形態５によれば、１つ乃至複数の人感センサを備えるので、
監視処理におけるより詳細な監視を実現することができる。
【００８１】
実施の形態６．
　この実施の形態６は、上記実施の形態５の構成に対し、１つ乃至複数のレーダセンサを
備え、監視処理におけるより詳細な監視を可能としたものである。
【００８２】
　図８は、この発明の実施の形態６による監視装置の構成を示すブロック図であり、レー
ダセンサ１１以外の構成要素は、図７と同一であるので重複する説明を省略する。レーダ
センサ１１は、レーダ波の送受により監視対象が存在する方向を検知するセンサであって
、超音波式レーダ、広角カメラ、あるいは不可視光線レーザレーダ等が考えられる。
【００８３】
　レーダセンサ１１では、監視対象の存在する方向は認識できるが、位置を認識すること
はできない。そこで、本実施の形態６では、レーダセンサ１１を複数異なる場所に設置す
ることで、複数のレーダセンサ１１からの検知情報に基づいて、センサ情報処理手段２が
、監視対象の存在する方向で重なり合う位置を特定して監視対象の位置を検知する。この
ように、複数のレーダセンサ１１は、位置検知センサ１に故障が生じた場合等、位置検知
センサ１を代替することができる。
【００８４】
　また、複数のレーダセンサ１１を用意することができない場合であっても、レーダセン
サ１１と撮影する旋回カメラ４の位置座標をほぼ同一とすることで、旋回カメラ４の旋回
方向とレーダセンサ１１との検知方向が一致する。これになり、位置検知センサ１と同様
の効果を得ることができる。
【００８５】
　以上のように、この実施の形態６によれば、１つ乃至複数のレーダセンサ１１を備えた
ので、監視処理におけるより詳細な監視を実現することができる。
【００８６】
　なお、上記実施の形態１から６までにおいて、位置検知センサ１による検知に応じて撮
影すべき旋回カメラ４を選択することにより、旋回カメラ４の設置台数を減らし、効率的
な監視を行うことができることを説明した。しかしながら、旋回カメラ４にて監視領域の
全域を常時監視しない以上、同時多数に監視対象が存在する場合は、旋回カメラ４による
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撮影に限界が生じ、監視すべき対象にも関わらず見逃してしまうといった状況が生じる。
【００８７】
　このように、物理的に旋回カメラ４が不足する以上、全ての監視対象を撮影することは
不可能であるが、例えば上記実施の形態１であれば監視端末３上に、上記実施の形態２か
ら６までであれば、制御管理手段８に、制御すべき旋回カメラ４の優先順位を設定してお
き、これに従って監視を続行する。これにより、限られたカメラ資源を最大限に生かして
監視を行うことが可能になる。
【００８８】
　例えば、実施の形態６による監視装置を敷地侵入監視システムに適用した場合であれば
、画像処理において顔認証や動線解析等の処理よりも画像処理追尾を優先し、画像処理追
尾よりも位置検知センサ１からの信号を優先し、位置検知センサ１の中でも重要施設付近
に設置した部分におけるセンサ情報を優先する。このように、位置検知センサ１内の位置
や、センサ間の全てあるいは必要とする一部に優先順位を設定することにより、監視装置
の想定を超えた事態にも混乱することなく最大限効率的に対応することができる。
【００８９】
　なお、上記実施の形態２から上記実施の形態６では、監視端末３が上記実施の形態１と
異なり、図３に示したカメラ制御部３ｃ及びイベント管理部３ｄに対応する構成を有さず
、これら構成による処理は制御管理手段８によって複数の監視端末３に関して一括して行
う例を示したが、上記実施の形態１の監視端末３と、上記実施の形態２から上記実施の形
態６までのいずれかで示した構成とを組み合わせて監視装置を構成してもよい。この場合
、映像蓄積配信手段７による映像データ蓄積、配信は、例えば監視端末３のイベント管理
部３ｄによる制御で実行される。
【００９０】
　また、本発明では、映像蓄積配信手段７に蓄積された映像データから所望の映像データ
を検索する場合、監視対象が位置検知センサ１により検知された時刻の他、位置検知セン
サ１の位置及びこれに対応する旋回カメラ４を特定することができるので、検知時刻、位
置検知センサ１の位置及びこれに対応する旋回カメラ４に関する情報を基にして所望の映
像データを検索するようにしても良い。
【００９１】
　例えば、監視者からの検知時刻、位置検知センサ１の位置及びこれに対応する旋回カメ
ラ４に関する情報を受けた制御管理手段８や上記実施の形態１による監視端末３が、これ
ら情報に基づいて映像蓄積配信手段７に蓄積された映像データを検索し、所望の映像デー
タを監視端末３に配信させる。
【００９２】
　また、上記実施の形態４～６に示した構成を有する場合、画像処理の結果、例えば顔認
証の場合であれば顔画像での検索、追尾の場合、追尾パターン（移動パターン）に関する
情報に基づいて映像蓄積配信手段７に蓄積された映像データを検索し、所望の映像データ
を監視端末３に配信させる。このように構成することにより、所望の映像データをより絞
り込んで検索することができ、長時間の映像でも的確に所望の映像を得ることができる。
【００９３】
　従来の映像配信では、蓄積された時刻や映像データに設定したタグなどに基づいて所望
の映像データを検索するのが一般的であったが、この場合、所望の映像データを的確に検
索するためには、時刻などを基準に粗く検索した後、早送りや巻き戻し等により見直しな
がら所望の映像を見つけるか、映像データにこまめにタグを設定する必要がある。これに
対して、本発明では、上述のように、監視対象により得られる検知位置データや画像処理
データに基づいて検索することができるので、従来のような煩雑な処理を施すことなく、
的確に所望の映像データを検索することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】この発明の実施の形態１による監視装置の構成を示す図である。
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【図２】図１中のセンサ情報処理手段の構成を示すブロック図である。
【図３】図１中の監視端末の構成を示すブロック図である。
【図４】この発明の実施の形態２による監視装置の構成を示す図である。
【図５】この発明の実施の形態３による監視装置の構成を示す図である。
【図６】この発明の実施の形態４による監視装置の構成を示す図である。
【図７】この発明の実施の形態５による監視装置の構成を示す図である。
【図８】この発明の実施の形態６による監視装置の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００９５】
　１　位置検知センサ、２　センサ情報処理手段、２ａ　センサ情報閾値処理部、２ｂ　
センサ情報－位置変換テーブル照合部、２ｃ　イベント生成・配信部、３　監視端末、３
ａ　映像表示部（表示手段）、３ｂ　ＧＵＩ、３ｃ　カメラ制御部、３ｄ　イベント管理
部、４　旋回カメラ（監視用カメラ）、５　ネットワーク、６　映像符号化手段、７　映
像蓄積配信手段、８　制御管理手段、９　画像処理手段、１０　人感センサ、１１　レー
ダセンサ。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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